
 

出入口の変更に関するお知らせ 

 

大規模小売店舗立地第6条第2項の規定に基づき当該店舗の駐車場の出入口の数を変更する旨の届

出を令和8年3月19日付けで三重県知事に提出しましたので、同法施行規則第11条第2項の規定により掲

示します。 

 

【大規模小売店舗の名称及び所在地】 

名 称：久居インターガーデン Bブロック 

所在地：三重県津市久居明神町字風早2381-2ほか30筆 

 

【建物設置者】 

名 称：三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

住 所：東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 

 

名 称：芙蓉総合リース株式会社 

住 所：東京都千代田区麹町五丁目1番地1 

 

【変更しようとする事項】 

(1) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

① 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

（変更前） 

No. 出入口の数 位置 

出入口 a、b、c、e、

f、g、h、i 出入口 8箇所 

出入口 a 敷地南西側、出入口 b 敷地南側 

出入口c 敷地南東側、出入口e 敷地東側 

出入口f 敷地西側、出入口g 敷地南西側 

出入口h 敷地南側、出入口i 敷地東側 

合 計 出入口 8箇所 - 

 

（変更後） 

No. 出入口の数 位置 

出入口 a、b、c、f、

g、h、i 出入口 7箇所 

出入口 a 敷地南西側、出入口 b 敷地南側 

出入口c 敷地南東側、出入口f 敷地西側 

出入口g 敷地南西側、出入口h 敷地南側 

出入口i  敷地東側 

合 計 出入口 7箇所 - 

 

【変更する年月日】 

（１） 令和 8 年 3 月 20 日 

 

【変更する理由】 

（１） 届出事項の是正のため 

 

＜問い合わせ先＞ 

名 称：株式会社エスパシオコンサルタント（担当：岩田） 

電話番号：06-6233-7111（平日（月～金）10時から18時まで） 

 
＜届出書の縦覧場所及び意見書の提出先＞ 
場所：三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 
電話番号：059-224-2534 
期間：令和8年4月14日から令和8年8月14日まで 

 



 
 

 


